
 

やちよケアマネ・ネットワーク規約 

 

 

 

第１章 総則 

 

（名称） 

第１条 本会は、やちよケアマネ・ネットワーク（以下「本会」という）と称する。 

（事務局） 

第２条 本会に事務局を置く。 

 

 

第２章 目的及び事業 

 

（目的） 

第３条 本会は、質の高いケアマネジメントの実現のため介護支援専門員の資質の向上等を図るとともに、豊か

な地域社会の創造に寄与することを目的とする。 

（事業） 

第４条 本会は、第３条の目的を達成するため、下記の事業を行う。 

  （１）介護支援専門員の質の高いケアマネジメントの実現を目的とする研修に関する事業 

  （２）介護支援専門員の業務遂行に資する情報提供に関する事業 

  （３）地域福祉の推進に資する事業 

  （４）調査、研究、提言に関する事業 

  （５）介護支援専門員の相互交流に関する事業 

  （６）その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

 

第３章 会員 

 

（会員の資格） 

第５条 八千代市及び近隣市町村において、介護支援専門員の資格を有する者は、本会の会員となることができ

る。 

（入会） 

第６条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に必要事項を記載し、本会に提出しなければならない。 

（会費） 

第７条 会員は、本会の定める会費を納入しなければならない。 

（会員資格の喪失） 

第８条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

  （１）退会届を提出したとき 

  （２）会員が死亡したとき 

  （３）継続して２年以上会費を滞納したとき 

（退会） 

第９条 会員は、退会届を提出し、任意に退会することができる。 

（拠出金品の不返還） 

第１０条 帰納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。 

 

 

 



第４章 役員等 

 

（役員及び定数） 

第１１条 本会に役員を置く。 

２ 役員の定数は１２名とする。 

３ 役員のうち、１名を会長、２名を副会長とする。 

（選任等） 

第１２条 役員は、総会において選任する。 

２ 会長及び副会長は、役員の互選とし、総会において承認を得なければならない。 

（職務） 

第１３条 会長は本会を代表し、本会の業務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、

その職務を代行する。 

３ 役員は、役員会を構成し、本会の業務を遂行する。 

（任期等） 

第１４条 役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨げない。 

２ 任期の途中で役員に選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 

（解任） 

第１５条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。但

し、この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 

  （１）心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき 

  （２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき 

 

 

第５章 総会 

 

（種別） 

第１６条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の２種とする。 

（構成） 

第１７条 総会は、会員をもって構成する。 

（権能） 

第１８条 総会は、下記の事項について議決する。 

  （１）規約の変更 

  （２）解散 

  （３）合併 

  （４）事業計画及び収支予算に関する事項 

  （５）事業報告及び収支決算に関する事項 

  （６）役員の選任等に関する事項 

  （７）会費に関する事項 

  （８）その他、本会の運営に関する重要事項 

（開催） 

第１９条 通常総会は、毎年 1回開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）役員会が必要と認め召集の請求をしたとき 

（２）会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき 

（招集） 

第２０条 総会は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第３号の規定による請求があったときは、その日から３０日以内に臨時総会を招集しな

ければならない。 



３ 総会を招集するときは、少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

（議長） 

第２１条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。 

（定足数） 

第２２条 総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

第２３条 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

２ 会長は、総会で議決又は承認した事項を会員に知らせなければならない。 

 

 

第６章 役員会 

 

（構成） 

第２４条 役員会は、役員をもって構成する。 

（権能） 

第２５条 役員会は、下記の事項について議決する。 

  （１）総会に付議すべき事項 

  （２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

  （３）その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

（開催） 

第２６条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき 

（２）役員から招集の請求があったとき 

（招集） 

第２７条 役員会は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２号の規定による請求があったときは、その日から１４日以内に役員会を招集しなければな

らない。 

３ 役員会を招集するときは、少なくとも３日前までに通知しなければならない。 

（議長） 

第２８条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。 

（定足数） 

第２９条 役員会は、役員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

第３０条 役員会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

２ 会長は、役員会で議決又は承認した事項を役員に知らせなければならない。 

 

 

第７章 分科会及び委員会 

 

（分科会及び委員会） 

第３１条 本会は、本会の目的を達成するために、分科会及び委員会を置くことができる。設置に関する事項は

別に定めるものとする。 

 

 

第８章 資産及び会計 

 

（資産の構成） 

第３２条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 



  （１）会費 

  （２）寄付金品 

  （３）財産から生じる収入 

  （４）事業に伴う収入 

  （５）前年度よりの繰越金 

  （６）その他の収入 

（寄付金品） 

第３３条 使途を決められて寄付された金品は、その用途に用い、決められていないものは、役員会の議決を経

て使途を決める。 

（繰越金） 

第３４条 年度末の総収入から総支出を差し引いて残余があれば、繰越金として次年度の収入として編入する。 

（資産の管理） 

第３５条 本会の資産は、会長が管理する。 

（会計担当者） 

第３６条 会長は、経理事務に関する担当者として、会計担当者を任命することができる。 

（会計監査） 

第３７条 本会の収支決算は、その年度末における資産目録とともに、会計監査担当者の監査を経て、役員会の

承認を得るものとする。 

（会計監査担当者） 

第３８条 本会は、会計監査担当者を置き、適正妥当な会計処理がなされたかどうかを監査させる。 

２ 会計監査担当者は、総会において１名選任し、その任期等は本会役員の任期等に準じる。 

３ 会計監査担当者は、本会の役員を兼ねることができない。 

（事業年度） 

第３９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 

第９章 規約の変更及び解散 

 

（規約の変更） 

第４０条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の４分の３以上の議決を得なければなら

ない。 

（解散） 

第４１条 本会は、次に掲げる事由により解散する。 

  （１）総会の決議 

  （２）会員の欠亡 

  （３）合併 

２ 本条第１項第１号の事由により本会が解散するときは、総会において、総会員総数の４分の３以上の承認を

得なければならない。 

（合併） 

第４２条 本会が合併しようとするときは、総会において、総会員総数の４分の３以上の承認を得なければなら

ない。 

 

 

附則 

本規約は、平成１２年 ６月１６日より施行する。 

本規約は、平成１３年 ４月 １日より施行する。 

本規約は、平成１５年 ４月 １日より施行する。 

本規約は、平成２０年 ４月 １日より施行する。 


